
成年後見制度とは、認知症や知的障がい、精神障がいなどで判断能力が不十分な人の

意思決定を守るため、財産管理や契約などを支援する制度です※2026年改正予定

高齢者の総合相談窓口です
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三入・可部地域包括支援センター
HPはこちらからどうぞ

［出来ること］

（財産管理と身上監護）
〇預貯金の管理〇税金や光熱費の支払い
〇不動産の管理〇遺産分割〇入院や施設
への入退所の手続きや支払い 等

［出来ない事］

×食事を作る×掃除をする×介護
×手術をするしないを決める×話し相手
×日用品の買い物×毎日の訪問 等

！注意！

こんなお困りごとはありませんか？
預貯金の引き出しや金融
機関での手続きが一人で
できない

将来認知症になった時
誰が支えてくれるか不安

悪徳業者に騙されそう
になった。最近、物忘
れも増えてきた

・支援開始までの費用として1万〜10万円程度
・開始後にも報酬として毎月2〜6万円程度の支
払いが必要です。
・支援開始までに最⻑で2か月程度かかる場合
もあります。
・申⽴書、⼾籍標本、住⺠票、診断書、財産に
関する資料人族関係図等…準備する必要書類も
多くあります。

戻ってまいりました！！
これからも、働いて 働いて 働いて 働いて 働いて
まいります。（ほどほどに）
よろしくお願いします。

保健師 佐々木 知世



認知症カフェは、認知症の人と家族等が気軽に集い、交流できる場所です。医療、介護、福祉などの専門職
による相談やサービスに関する情報提供、認知症に関する講習会の開催など、身近な地域の人も関わり、地
域全体で支援していく取組です。

毎月第3土曜日
12：30〜15：30
毎月第4木曜日
10：00〜13：00

毎月最終火曜日
9：00〜12：00

毎月第1土曜日
9：00〜12：00

毎月第2水曜日
13：00〜16：00

150円
（軽食付き）

150円

200円

100円

無料

三⼊・可部圏域の認知症カフェ⼀覧 
名称 日時 場所 費用

認知症を発症したときから
その進行状況に合わせて、
いつ、どこで、どのような
医療・介護サービスを受け
ればよいのか、標準的な流
れを示したパンフレットで
す。

桐陽台花カフェ

対象
・医療、介護サービスを受けていない、または中断している方
・医療、介護サービスを受けているが、認知症の行動、心理症状
が顕著なため対応に苦慮している方

詳しくは地域包括支援センターにお問い合わせください

認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限
り住み慣れた地域のよい環境で暮らし続けられるため
に、認知症サポート医、医療・介護の専門職が認知症
の方や、その疑いのある方、御家族等を訪問し、認知
症についての困りごとや心配なことを確認し、適切な
医療や介護サービス利用につなげるための初期支援を
集中的に行います。

安佐北区三入1-8-2

デイサービス絵手がみ
安佐北区三入1-8-19

地域密着型通所介護 希の実
安佐北区三入東1-30-20

桐陽台コミュニティセンター
安佐北区可部東2-25-3

可部南集会所
安佐北区可部3-9-21

グループホームなごみの郷

広島市HP参照

可部南虹色カフェ


